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自己株式の取得枠設定に関するお知らせ 

（商法第２１０条に基づく自己株式の取得枠の設定） 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、商法第２１０条の規定に基づく自己株式の取得枠の設定につい

て、下記のとおり平成１５年６月２５日開催予定の第２４期定時株主総会に提案することを決議いたしま

したのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．自己株式の取得枠設定を行う理由 

資本効率の向上と株主利益の増進をはかるために、自己株式の取得枠を設定するものであります。 

 

２．自己株式の取得枠の内容 

（１）取得する株式の種類 当社普通株式 

（２）取得する株式の総数 ５００万株（上限） 

 （発行済株式総数に対する割合 ８．１％） 

（３）株式の取得価額の総額 １５０億円（上限） 

 

 

（注）この自己株式の取得枠は、平成１５年６月２５日開催予定の第２４期定時株主総会における 

承認決議後、平成１６年３月期に係る定時株主総会の終結の時までの期間に関するものであり 

ます。 

 

 

以 上 


